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ID: 504   

担当部署: 健康福祉部 高齢福祉課  

処分の概要 指定地域密着型サービス事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第78条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第78条の2第1項、第4項及び第6項の規定による。 

 (指定地域密着型サービス事業者の指定) 

第78条の2 第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サ

ービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老

人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下であって

市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により、地域密着型サービスの種類及び

当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第78条の13第1

項及び第78条の14第1項を除き、以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該

指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービ

スに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をし

ている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例

地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。 

 

同条第4項 

4 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる

複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。)に係る指定の申請

にあっては、第6号の2、第6号の3、第10号及び第12号を除く。)のいずれかに該当するときは、

第42条の2第1項本文の指定をしてはならない。 

(1) 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第78条の4第1項の市町村の

条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する指定

地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。 

(3) 申請者が、第78条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及

び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと

認められるとき。 

(4) 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村

長(以下この条において「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないとき。 

(4)の2 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なるまでの者であるとき。 

(5) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの

の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま

での者であるとき。 

(5)の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

(5)の3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律

の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期
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間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納し

ている者であるとき。 

(6) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10(第2号から第5

号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、

その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場

合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60

日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

を含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知が

あった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を

経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービ

ス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の

発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備につい

ての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた

責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが

相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

(6)の2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第78条の10(第2号から

第5号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居

者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である

場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前

60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないも

のを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知

があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年

を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サー

ビス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実

の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備につ

いての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有してい

た責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすること

が相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

(6)の3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第78条の10(第2号から第5号までを除く。)

の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。た

だし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定

の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着

型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関し

て当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規

定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生

労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

(7) 申請者が、第78条の10(第2号から第5号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に

係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしない

ことを決定する日までの間に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第78条の8の規定による指定の辞退を

した者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の
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日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(7)の2 前号に規定する期間内に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出又は第78条の

8の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当

該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは

当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)

の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由があ

る法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退に

ついて相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日

から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(8) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした

者であるとき。 

(9) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうち

に第4号の2から第6号まで又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

(10) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のう

ちに第4号の2から第5号の3まで、第6号の2又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者

のあるものであるとき。 

(11) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、そ

の管理者が第4号の2から第6号まで又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者である

とき。 

(12) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、そ

の管理者が第4号の2から第5号の3まで、第6号の2又は第7号から第8号までのいずれかに該当

する者であるとき。 

 

同条第6項 

6 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われ

る複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の2、第1号の3、第3号の2及び第3号の

4から第5号までを除く。）のいずれかに該当するときは、第42条の2第1項本文の指定をしない

ことができる。 

 

(1) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号

までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消し

の日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合において

は、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当

該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該

指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60

日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないも

のを含む。)であるとき。 

(1)の2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第78条の10第2号から

第5号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護



長門市 法適用申請に対する処分個票 

4 

又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取

消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合にお

いては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内

に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、

当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日

前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しな

いものを含む。)であるとき。 

(1)の3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号までの規定によ

り指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。 

(2) 申請者が、第78条の10第2号から第5号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手

続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定

する日までの間に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止

について相当の理由がある者を除く。)又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該

指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算

して5年を経過しないものであるとき。 

(2)の2 申請者が、第78条の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検

査の結果に基づき第78条の10の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決

定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請

者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日を

いう。)までの間に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある者を除く。)又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指

定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算し

て5年を経過しないものであるとき。 

(2)の3 第2号に規定する期間内に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出又は第78条

の8の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に

当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しく

は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)

の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由があ

る法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退に

ついて相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日

から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(3) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうち

に第1号又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

(3)の2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等の

うちに第1号の2又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

3の3 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、そ

の管理者が第1号又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者であるとき。 

(3)の4 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、

その管理者が第1号の2又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者であるとき。 

(4)  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護につき第1項の申請があった場合において、当該市町村又は当該申請
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に係る事業所の所在地を含む区域（第117条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域

とする。以下この号及び次号イにおいて「日常生活圏域」という。）における当該地域密着型

サービスの利用定員の総数が、同条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事

業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの

必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超

えることになると認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずる

おそれがあると認めるとき。 

(5) 地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サービスにつき第1項の申

請があった場合において、第42条の2第1項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介

護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。）の事

業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所（イにおいて「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護等事業所」という。）が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定め

る場合に該当し、かつ、当該市町村長が次のいずれかに該当すると認めるとき。 

イ 当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む日常生活

圏域における地域密着型サービス（地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定めるもの

に限る。以下このイにおいて同じ。）の種類ごとの量が、第117条第1項の規定により当該市町

村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域におけ

る当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る事

業者の指定によってこれを超えることになるとき。 

ロ その他第117条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の達成に支

障を生ずるおそれがあるとき。 

 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成 27 年 4 月 1 日 最終変更年月日  令和 3 年 6 月 11 日 

 


